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 会  議  録  （１） 

会 議 の 名 称 令和７年桶川市教育委員会第２回定例会 

開 催 日 時  
令和７年２月７日（金） 

（開会）午前１０時００分  （閉会）午前１１時５５分 

開 催 場 所  市役所 会議室４０１ 

出 席 者 委 員 ６人 

欠 席 者 委 員 なし 

議 長 教育長 

傍 聴 なし 

事 務 局 職 員 

職名及び氏名 

１０人    

会 

議 

事 

項 

議 題 

１ 教育長による専決処分の承認  

２ 報告事項 

（１） 教育部長からの報告 

（２） 学校教育監からの報告 

（３） 教育部副部長からの報告 

（４） 各課（館）長からの報告 

（５） 教育委員会の当面のスケジュールについて 

（６） 教育委員会事務局の主な事業等について 

（７） 市内小・中学校等の状況について 

３ 議事 

第１号議案 桶川市学校事故調査委員会設置条例（案）の提出の承認に  

ついて 

第２号議案 桶川市学校歯科医の委嘱について 

第３号議案 令和７年度当初教職員人事について（管理職） 

第４号議案 令和７年度当初教職員人事について（一般教職員） 

４ 協議事項 

（１）小・中学校卒業証書授与式の告辞（案）について 

５ その他 

（１） 今後の定例会の日程について 

決定事項など ① 令和７年第１回定例会の会議録の承認 

② 第１号議案から第４号議案 原案のとおり可決 

③ 令和７年第５回定例会 ５月２１日（水）午前１０時 

 配布資料 会議次第及び説明資料 
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会  議  録 （２）  

議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

教育長 日程第１ 教育長の開会宣言 

定足数に達しているので、令和７年桶川市教育委員会第２回定例会を開会する。 

 

教育長 日程第２ 前回会議録の承認 

令和７年第１回定例会の会議録について承認することに異議はあるか。 

委 員 全員『異議なし』で承認された。 

  

教育長 日程第３ 教育長による専決処分の承認 

  教育長に対する事務委任規則第２条第２項の規定に基づく専決処分について事務

局から報告する。 

事務局 ・教育総務課長  

教育委員会事務局職員に関する専決処分はなかった。 

 ・学務課長 

教職員に関する専決処分はなかった。 

教育長 報告のとおり教育委員会事務局職員及び教職員に関する専決処分はなかった。 

  

教育長 日程第４ 報告事項 

事務局 （１） 教育部長からの報告 

① 桶川市議会 ３月定例会について 

 ⅰ 会期予定：２月１９日(水)～３月２５日(火)  

        ３月１４日(金)休会 中学校卒業式 

        ３月２４日(月)休会 小学校卒業式 

 ⅱ 教育部関連の議案：以下のとおり 

議 案 名 内 容 担 当 

ａ 令和６年度一般会計補正予算 年度清算 各所属 

ｂ 令和７年度一般会計当初予算 

歳入、歳出 各所属 

債務負担 
生涯学習・ 

スポーツ推進課 

ｃ 
桶川市学校事故調査委員会 

設置条例 

学校事故の発生原因の究明 

再発防止の取組について調査

審議 

学校支援課 

ⅲ 一般質問質疑通告期間：２月５日(水)～１３日(木) 

 

② 広報おけがわ２月号、おけがわ市議会だより２月１日発行について 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

 （２） 学校教育監からの報告 

① 市内各中学校のスキー教室、修学旅行について 

１月１６日（木）～１８日（土） 

桶川西中学校 １年生ウインタースクール（長野県菅平高原） 

  １月２３日（木）～２５日（土） 

桶川東中学校 １年生スキー教室（長野県菅平高原） 

  １月３０日（木）～２月１日（土） 

加納中学校  １年生スキー教室（長野県菅平高原） 

  ２月 ２日（日）～ ４日（火） 

桶川中学校  １年生ウインタースクール（長野県菅平高原） 

   桶川東中学校 ２年生修学旅行（京都、奈良） 

 

 今年度の宿泊学習は全て終了した。 

 

 （３） 副部長からの報告 

なし 

 

 （４）各課（館）長からの報告 

 ・教育総務課長 

 なし 

 

 

 

・学校支援課長 

① 桶川市いじめ防止連絡協議会 ２月１２日（水） 

② 県公立高等学校受験日    ２月２６日（水） 

 

 ・学務課長 

 なし 

 

 ・生涯学習・スポーツ推進課長 

① 人権教育・啓発講演会について 

２月６日（木）東公民館にて開催 

 演 題：「性の多様性について」 

～ＬＧＢＴ当事者の排除されない社会を考える～  

 講 師：ＮＰＯ法人 レインボーさいたまの会  

     理事 吉田 奉裕 様 

 出席者：約７０人 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

 ・文化財課長兼歴史民俗資料館長 

① 歴史民俗資料館企画展示について 

テーマ：「ようこそ はるばる おけがわへ」～縄文時代のモノと移動～ 

会 期：令和７年３月７日（金）～４月２０日（日） 

講 座：「地域を越える土器文様 －土器文様はなぜ広がる？－」 

      令和７年３月２９日（土）１１時から１５時（事前申込） 

      講師 町田 賢一氏（富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課副主幹） 

         髙橋龍三郎氏（山梨県立考古博物館長・早稲田大学名誉教授） 

 

 ・公民館長 

① 公民館講座 

・「色鉛筆で塗る花の色イロ～グリザイユ技法で塗るボタニカルアート～」 

 （全３回） 桶川公民館 ２月１日～１５日（毎土曜日） 参加者２２人  

講師 田中 康勝さん 

・中学生企画講座「かわたや」 川田谷公民館 

 第１弾「誰でもかんたんに手芸～ポケットティッシュケースづくり～」 

 ２月１日（土） 講師 大塚 公代さん 参加者５人 

 第２弾「思い出アート～色ぬりだけで伝える思い～」 ２月２日（日） 

 コーディネーター 西中学校２年生 定員７組 ※延期 

・「避難所運営シミュレーション(ＨＵＧ(ハグ))を体験しよう！～防災のこと、 

避難所のこと、自分達に出来ること～」 加納公民館 ２月８日（土） 

 講師 二崎 博美さん 定員２０人 

・「バレンタイン ジャズライブ」 桶川東公民館 ２月９日（日） 

演者 井出理夏さん 桶川ポピュラーウインズジャズオーケストラ 

定員５０人 

・「男性のための手ごねパンづくり講座」 川田谷公民館 ２月１６日（日） 

 講師 木村 美里さん 定員９人 

・「民謡講座～みんなで歌おう日本の心～」（全３回） 桶川公民館 

 ２月１４日～２８日（毎金曜日） 定員２０人 講師 鹿野 利音さん 

・「エクセル応用講座」（全５回） 桶川東公民館（桶川ＩＴネット共催） 

 ２月２６日～３月２６日（毎水曜日） 定員１５人 

・「親子で可愛い毛糸のポンポンマスコット講座」 桶川公民館 

 ２月２２日（土曜日） 講師 長谷部美佐保さん 定員１０組 

② 公民館運営審議会（第３回） ２月１７日（月） 

③ 加納公民館サークル発表会  ３月 ８日（土）、９日（日） 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

教育長 質疑はあるか。 

委 員 なし 

教育長  質疑がないので終結する。 

 

 （５）教育委員会の当面のスケジュールと（６）教育委員会事務局の今後の予定に

ついて事務局から説明を求める。 

事務局 （資料に基づき説明） 

教育長 質疑はあるか。 

委 員 なし 

教育長  質疑がないので終結する。 

  

 （７）市内小・中学校等の状況について 

 ① 児童生徒及び教職員に関する事故について事務局からの報告を求める。 

事務局 ・学校支援課長 

 なし 

・学務課長 

 教職員による交通事故が２件あった。 

 

教育長 ② 市内小・中学校等のいじめ重大事態について、事務局からの報告を求める。 

事務局 ・学校支援課長 

 なし 

 

教育長 ③ その他について、事務局からの報告を求める。 

事務局 なし 

教育長 以上で日程第４報告事項を終結する。 

  

教育長 日程第５ 議事 

  第２号議案から第４号議案は、教育委員会会議規則第４条に定める人事案件につ

き、会議を非公開とすることに異議はあるか。 

委 員  異議なし 

教育長  これにより、議事日程を変更し、第２号議案から第４号議案を非公開とし、最終

日程とする。 

  第１号議案 桶川市学校事故調査委員会設置条例（案）の提出の承認について、

事務局より説明を求める。 

事務局 （資料に基づき説明） 

教育長 質疑や意見はあるか。 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

委 員 委員の委嘱はどのように行われるのか。 

事務局 調査委員会を立ち上げることになった際に、弁護士会や医師会などへ推薦依頼を

行い、各団体等より推薦していただき、委嘱となる。 

委 員 詳細調査が必要であることを判断するのは誰なのか。 

事務局 教育委員会が判断することとなる。 

委 員 判断は定例会または臨時会で行われるのか。それとも教育長の専決とし、委員会

で報告されるのか。 

事務局 教育長の専決とする方針で進めている。 

委 員 保護者からの要望があれば判断するのか、要望がなければ検討しないのか。 

事務局 学校の管理下で発生した児童生徒の事故において、学校が基本調査を実施するこ

とになるが、次のとおり調査委員会の設置が必要と判断された場合に、詳細調査を

行う。 

① 当該学校の教育活動の中に事故の要因があると考えられる場合 

② 事故発生直後の対応の中に適切ではない点が認められる場合 

③ 基本調査により、事故の要因が明らかとならず再発防止策が検討できない場合 

④ 被害児童生徒等の保護者の要望がある場合 

⑤ その他必要な場合 

委 員 補助者の定義について確認したい。 

事務局 詳細調査対象となる事故が発生した学校の教職員または教育委員会事務局職員の

うち、調査対象事故との関わりがない者を補助者として委員長が任命する。 

委 員 本条例の学校事故調査とは、国のガイドラインにおける詳細調査という位置付け

であり、基本調査の段階では本条例は適用されないという認識でよいか。 

事務局 本条例は基本調査後の詳細調査について定めたものである。 

教育長 ほかに質疑や意見はあるか。 

委 員 なし 

教育長 質疑がないため、第１号議案について採決を行う。第１号議案を原案のとおり可

決とすることに異議はあるか。 

委 員  異議なし 

教育長  異議なしと認め、第１号議案は可決とする。 

  

教育長 日程第６ 協議事項  

 （１）小・中学校卒業証書授与式の告辞（案）について、事務局からの説明を求め

る。学校支援課主幹の同席を認める。 

事務局 （資料に基づき説明） 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

教育長 まず、小学校の告辞（案）について質疑や意見はあるか。 

（協議） ・渋沢栄一の言葉が小学生には難しいと感じる。言わなくて良いのではないか 

・「藍づくり」は子どもたちに馴染まないのではないか。説明を入れること 

・オリンピックの話題は省略し、渋沢栄一の話のみとしたい 

・「昨年の７月３日には」⇒「昨年は」 

・「埼玉県深谷市の出身の」⇒「埼玉県深谷市出身の」 

・「幾度と重ね」⇒「重ね」 

・「桶川市にとっての」⇒「桶川市にとって、社会にとっての」 

・「校長先生をはじめ」⇒「〇〇校長先生をはじめ」 

 

教育長  この案でよろしいか。 

委 員 （全員同意） 

教育長 以上で協議を終結とする。 

 

教育長 次に、中学校の告辞（案）について質疑や意見はあるか。 

（協議） ・「〇〇回卒業式」という回数を言う必要はないのではないか 

・「卒業式が挙行されますこと」⇒「卒業式を迎えられますこと」 

・「パリ・オリンピック」⇒「パリオリンピック・パラリンピック」 

・メダルの具体数は言わない 

・「後半のベストトリックで自分の」⇒「後半」 

・「金メダルを獲得した吉沢選手は」⇒「吉沢選手は」 

・漢字の読みをカッコ内に入れるのではなく、ルビで良いのではないか 

・ふりがなの苗字と名前の間にスペースを入れる 

・（トリック）という文言を削除する 

・「オリンピックまでの様々な大会で」⇒「それまでの」 

・「支えていただきますように」⇒「支えていただきますよう」 

・読みやすいように句読点を入れるなど、工夫してほしい 

 

教育長  この案でよろしいか。 

委 員 （全員同意） 

教育長 以上で協議を終結とする。 

  

教育長 日程第７ その他 

令和７年第５回定例会の日程は５月２１日（水）午前１０時からの予定とする。 
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議 事 の 経 過 

発言者 発 言 の 概 要 

 日程第５ 議事 

（これより会議を非公開とし、委員と関係職員以外は退席） 

 

第２号議案 桶川市学校歯科医の委嘱について 

第３号議案 令和７年度当初教職員人事について（管理職） 

第４号議案 令和７年度当初教職員人事について（一般教職員） 

 

第２号議案から第４号議案について、原案のとおり可決とする。 

  

教育長 日程第８ 閉会宣言 

これをもって、第２回定例会を終了する。 
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会議録署名 教 育 長                         

 

 

教育長職務代理者                         

 

 

書 記 長             


